
神戸市指定居宅サービス事業者の指定の基準並びに指定居宅サービスの事

業の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例  

（平成 24年 12月 20日神戸市条例第 28号）  

 
制定  平成 24年 12月 20日条例第 28号  

改正  平成 27年９月 25日条例第６号  

改正  平成 28年３月 31日条例第 60号  

改正  平成 30年３月 30日条例第 29号  

改正  令和３年３月 31日条例第 63号  

（趣旨）  

第１条  この条例は，介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」という。）

第 70条第２項第１号の規定に基づき指定居宅サービス事業者の指定の基準を定

め，並びに法第 72条の２第１項第１号及び第２号並びに法第 74条第１項及び第

２項の規定に基づき指定居宅サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基

準を定めるものとする。  

（指定居宅サービス事業者の指定の基準に係る条例で定める者）  

第２条  法第 70条第２項第１号に規定する条例で定める者は，法人とする。この

場合においては，介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 126条の

４の２ただし書の規定を準用する。  

２  前項の法人は，暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。

第４条において同じ。）がその事業活動を支配するものであってはならない。  

（指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数）  

第３条  法第 72条の２第１項第１号に規定する条例で定める基準（同条第２項第

１号に係るものに限る。）及び条例で定める員数（同号に係るものに限る。）は，

次条から第６条までに定めるもののほか，指定居宅サービス等の事業の人員，

設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 37号。以下「基準省令」とい

う。）第１条第５号に定める基準に定めるところによる。  

２  法第 74条第１項に規定する条例で定める基準（同条第３項第１号に係るもの

に限る。）及び条例で定める員数（同号に係るものに限る。）は，次条から第６

条までに定めるもののほか，基準省令第１条第８号に定める基準に定めるとこ



ろによる。  

（管理者等に関する基準）  

第４条  基準省令第６条（基準省令第 39条の３において準用する場合を含む。），

第 46条 ， 第 61条 ，第 94条 （ 基 準省 令第 105条 の ３に お いて 準 用 す る 場合 を含

む。），第 122条（基準省令第 140条の 15において準用する場合を含む。），第 176

条，第 192条の５，第 195条及び第 209条の規定に基づき置かれる管理者は，暴

力団員等であってはならない。  

２  基準省令第 116条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業所の管

理者及び同項の管理を代行する者は，暴力団員等であってはならない。  

（夜勤職員の配置に関する基準）  

第５条  夜間及び深夜の時間帯に勤務する従業者のうち１人以上は，医師，看護

師，准看護師，社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号）第 48条の

２第１項の適用を受ける者，同法附則第４条第１項に規定する認定特定行為業

務従事者認定証の交付を受けた者又は介護サービスの基盤強化のための介護保

険法等の一部を改正する法律（平成 23年法律第 72号）附則第 14条第１項の認定

を受けた者でなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合

は，この限りでない。  

(1) 利用者又は入居者の中に，社会福祉士及び介護福祉士法第２条第２項に

規定する喀痰
かくたん

吸引等（以下「喀痰吸引等」という。）を定期的に必要とする

者がいない場合  

(2) 夜間及び深夜の時間帯に喀痰吸引等が必要となった場合における対応に

ついて定めた計画を作成し，市長と協議した場合  

(3) 前２号に掲げる場合のほか，利用者又は入居者の安全に支障がないもの

として市長が認めた場合  

２  前項の「従業者」とは，基準省令第 121条，第 140条の 14第２号，第 142条，

第 175条及び第 192条の４の規定に基づき一定の数の人員を置くべきものとされ

る従業者をいう。  

（指定特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護に係る生活相談員に関する基準）  



第６条  基準省令第 175条第１項第１号及び第２項第１号並びに第 192条の４第１

項第１号及び第２項第１号の規定に基づき一定の数を置くべきものとされる生

活相談員については，特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成

11年厚生省令第 46号）第５条第２項の規定を準用する。  

（指定居宅サービスの事業に係る居室，療養室及び病室の床面積に関する基

準）  

第７条  法第 72条の２第１項第２号に規定する条例で定める指定居宅サービスの

事業の設備及び運営に関する基準（同条第２項第２号に係るものに限る。）は，

基準省令第１条第６号に定める基準に定めるところによる。  

２  法第 74条第２項に規定する条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び

運営に関する基準（同条第３項第２号に係るものに限る。）は，基準省令第１

条第９号に定める基準に定めるところによる。  

（指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって，利用する要介護者の

サービスの適切な利用，適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接

に関連するものとして厚生労働省令で定めるものに関する基準）  

第８条  法 72条の２第１項第２号に規定する条例で定める指定居宅サービスの事

業の設備及び運営に関する基準（同条第２項第３号に係るものに限る。） は，

次条に定めるもののほか，基準省令第１条第７号に定める基準に定めるところ

による。  

２  法第 74条第２項に規定する条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び

運営に関する基準（同条第３項第３号に係るものに限る。）は，次条に定める

もののほか，基準省令第１条第 10号に定める基準に定めるところによる。  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第９条  前条の規定に基づき基準省令第８条第１項（基準省令第 39条の３，第 54

条，第 74条，第 83条，第 91条，第 105条，第 105条の３，第 119条，第 205条及び

第 216条において準用する場合を含む。）の規定を適用する場合においては，同

項中「勤務の体制」とあるのは，「勤務の体制，サービスの提供に当たって利

用 申 込 者 が 支 払 う べ き 費 用 の 内 容 （ 当 該 費 用 の 算 出 根 拠 及 び 支 払 方 法 を 含

む。）」とする。  



２  前条の規定に基づき基準省令第 125条第１項（基準省令第 140条の 13，第 140

条の 15及び第 155条（基準省令第 155条の 12において準用する場合を含む。）に

おいて準用する場合を含む。）の規定を適用する場合においては，同項中「勤

務の体制」とあるのは，「勤務の体制，サービスの提供に当たって利用申込者

が支払うべき費用の内容（当該費用の算出根拠及び支払方法を含む。）」とする。  

３  前条の規定に基づき基準省令第 178条第１項及び第 192条の７第１項の規定を

適用する場合においては，これらの規定中「利用料の額」とあるのは，「利用

料の額（当該利用料に係る額の算出根拠及び支払方法を含む。）」とする。  

（指定居宅サービスの事業に係る利用定員に関する基準）  

第 10条  法第 74条第２項に規定する条例で定める指定居宅サービスの事業の設備

及び運営に関する基準（同条第３項第４号に係るものに限る。）は，基準省令

第１条第 11号に定める基準に定めるところによる。  

 （法第 72条の２第２項各号に掲げる事項以外の事項に関する基準）  

第 11条  法第 72条の２第１項第１号又は第２号の規定に基づき条例で定める指定

居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準（同条第２項各号に掲げる事

項以外の事項に係るものに限る。）は，第 13条から第 19条までに定めるものの

ほか，基準省令第１条第 12号に定める基準に定めるところによる。  

（法第 74条第３項各号に掲げる事項以外の事項に関する基準）  

第 12条  法第 74条第１項又は第２項の規定に基づき条例で定める指定居宅サービ

スの事業の設備及び運営に関する基準（同条第３項各号に掲げる事項以外の事

項に係るものに限る。）は，次条から第 19条までに定めるもののほか，基準省

令第１条第 12号に定める基準に定めるところによる。  

（指定通所介護事業所の運営方針等）  

第 13条  指定居宅介護サービス事業者は，基準省令第 93条第１項に規定する指定

通所介護事業所及び基準省令第 105条の２に規定する共生型通所介護の事業を

行う事業所において，基準省令第 92条，第 98条及び第 99条（基準省令第 105条

の３においてこれらの規定を準用する場合を含む。）に規定する機能訓練その

他必要なサービス又はこれに付随するものとして次に掲げるものを提供しては

ならない。  



  ⑴  利用者に，射幸心をそそるおそれのある遊技を常時又は主として行わせ

ることその他通常の日常生活を著しく逸脱すると認められる形態で遊技を

行わせること。  

  ⑵  遊技において疑似通貨（通貨に類する作用をなすものをいう。）を使用

させることにより，利用者の射幸心を著しくそそり，又は依存性が著しく

強くなるおそれのあるようにすること。  

（指定通所介護事業所の広告）  

第 14条  基準省令第 105条及び第 105条の３において準用する基準省令第 34条の広

告は，賭博又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

23年法律第 122号）第２条第１項に規定する風俗営業若しくはこれに類す

る事業を連想させる名称又は内容であってはならない。  

（記録の整備）  

第 15条  第 11条及び第 12条の規定に基づき基準省令第 39条第２項（基準省令第 39

条の３において準用する場合を含む。），第 53条の３第２項，第 73条の２第２項，

第 82条の２第２項，第 90条の２第２項，第 104条の４第２項（第 105条の３にお

いて準用する場合を含む。），第 118条の２第２項，第 139条の２第２項（第 140

条の 15において準用する場合を含む。），第 154条の２第２項，第 191条の３第２

項，第 192条の 11第２項，第 204条の２第２項及び第 215条第２項の規定を適用

する場合においては，これらの規定中「２年間」とあるのは，「５年間」とす

る。  

（指定特定施設に係る介護居室等の定員）  

第 16条  １の介護居室の定員については，基準省令第 177条第４項第１号イに定

めるところによるもののほか，次項に定めるところによる。  

２  次に掲げるときには，１の介護居室の定員を２人から４人までの間で市長

が定める人数とすることができる。  

 (1) 同一敷地内において指定特定施設の改築が行われ，改築後における１の

介護居室の定員を１人とした場合においては，改築前における指定特定施設

の入所定員を確保できないとき。  

 (2) 前号に掲げるもののほか，市長が特に認める事情があるとき。  



３  前２項の規定は，１の居室（第 11条の規定に基づき基準省令第 192条の６第

４項第１号イの基準の適用を受けるものに限る。）の定員について準用する。

この場合において，第１項中「基準省令第 177条第４項第１号イ」とあるのは

「基準省令第 192条の６第４項第１号イ」と，第２項中「介護居室」とあるの

は「居室」と読み替えるものとする。  

（人権の擁護及び高齢者虐待の防止に係る研修の実施）  

第 17条  指定居宅サービス事業者は，事業を開始するに当たり，全ての勤務予定

者に対して，人権の擁護及び高齢者虐待の防止に係る研修を実施しなければな

らない。  

２  指定居宅サービス事業者は，少なくとも１年に１回以上，全ての従業者を対

象として，人権の擁護及び高齢者虐待の防止に係る研修を実施しなければなら

ない。  

（事業再開時の事前協議）  

第 18条  指定居宅サービス事業者は，休止した当該指定居宅サービスの事業を再

開しようとするときは，その再開の前に市長と協議を行うよう努めなければな

らない。  

（利用者又は入居者の計画的な受入れ）  

第 19条  指定居宅サービス事業者は，利用者又は入居者の計画的な受入れに努め

るとともに，日々のサービスの提供に必要となる職員の配置に努めなければな

らない。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，平成 25年４月１日から施行する。ただし，第５条の規定は，社

会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成 19年法律第 125号）

の施行の日から起算して３年を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。  

（記録の整備に係る経過措置）  

２  第 15条の規定は，この条例の施行の日以後に完結した記録について適用し，

同日前に完結した記録については，なお従前の例による。  



 （基準省令の附則等により特例が定められている場合の取扱い）  

３  次に掲げる規定（以下「附則特例規定」という。）において基準省令の規定

の特例が定められている場合においては，この条例の規定の適用により適用さ

れることとなる基準省令の規定について，附則特例規定を準用する。ただし，

この条例に別段の定めがある場合は，この限りでない。  

(1) 基準省令の附則の規定  

(2) 基準省令の一部を改正する内容を含む厚生労働省令その他の省令の附則

の規定  

  附  則（平成 27年９月 25日条例第６号）  

  この条例は，公布の日から施行する。  

附  則（平成 28年３月 31日条例第 60号）  

  この条例は，平成 28年４月１日から施行する。  

附  則（平成 30年３月 30日条例第 29号）  

  この条例は，平成 30年４月１日から施行する。  

   附  則（令和３年３月 31日条例第 63号）  

  この条例は，令和３年４月１日から施行する。  


